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修 繕 仕 様 書  

 

業 務 名 ： 市立灘崎中学校柔剣道場排煙窓修繕 

履行場所 ： 岡山市南区片岡７７０番地 

履行期間 ： 契約締結の日から令和８年８月２８日まで 

 

第１章 総則 

第１節 一般事項 

 （目的） 

第１条  本仕様書は，上記修繕の基本的内容について定める。受注者は仕様書及び図

面等（以下「設計図書」という。）に基づいて本市関係職員（以下「監督員」と

いう。）の指示に従って誠実に履行すること。なお、本業務は、設計図書及び業

務に関係ある法令条例等に準拠し、定められた期間内に優秀な技術で履行する

こと。 

 （提出書類） 

 第２条  受注者は，本業務について次の関係書類を提出すること。 

１ 課税事業者届出 

２ 着手届 

３ 工程表 

４ 修繕写真帳（Ａ４カラー・工程毎） 

５ 修繕業務完成通知書 

６ 完了証明書 

７ その他監督員の指示する書類 

 （現場責任者） 

 第３条  現場責任者は、監督員の監督を受け、契約の履行に関し、その運営や取り締

まり等を行うほか、契約に基づく受注者の一切の権限（請負金額の変更、請負期

間の変更、請負金額の請求及び受領、契約の解除に係るもの等を除く。）を行使す

ることができる。 

 （条件変更等） 

 第４条   設計図書に明示のない場合又は疑いを生じた場合等は、直ちに監督員に通

知しなければならない。 

 （官公署その他への手続き） 

 第５条   本業務の履行に必要な届出や手続き等は、あらかじめ監督員に関係書類を

提出し、その承諾を得た後、受注者がこれを代行する。これに要する必要は、特

別に乙が指示・指定したもの以外はすべて受注者の負担とする。 

 （災害防止等） 

 第６条   本業務の履行にあたっては、作業に従事する者の安全災害防止対策等に万
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全に期するほか、労働基準法等の作業保安法令に違反することのないよう、特に

留意して行うこと。なお、履行中、第三者に危害等を与えた場合は、受注者の責

務において、誠意をもって解決すること。 

 （弁済復旧） 

 第７条   本業務の履行に際し、建造物、機器等を損傷しないように十分注意すること。

万一損傷した場合は、監督員の指示に従い同等以上の資材をもって速やかに現

状復旧を図ること。なお、復旧に要する費用はすべて受注者の負担とする。 

（注意事項） 

第８条    乙は，当該作業に当たっては，学校とも綿密に連絡調整をし，業務に支障を

きたさないよう注意を払うこと。 

  またその他詳細については、監督員とその都度協議を行い、指示に従うこと。 


